日光市スポーツ国際大会等出場激励金贈呈要綱
（趣旨）
第１条　第１条　この要綱は、国際的又は全国的な規模のスポーツ大会（以下「国際大会等」という。）に出場する選手、監督、コーチ等（以下「選手等」という。）に対して、優秀な成績を収めるよう激励することにより、本市のスポーツの振興を図るために贈呈する日光市スポーツ国際大会等出場激励金（以下「激励金」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。
（贈呈対象者）
第２条　激励金の贈呈の対象となる者（以下「贈呈対象者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。
(１)　国際大会等に国、栃木県等の代表として出場が決定した選手等（チームの一員として出場が決定した者を含み、当該出場が決定した時点から引き続き市内に住所を有し、又は市内の学校に通学しているものに限る。）
(２)　前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
２　一の国際大会等に一のチームの一員として出場する贈呈対象者（当該贈呈対象者のうち選手である贈呈対象者を除く。）が複数人あるときは、前項の規定にかかわらず、当該複数人のうちの１人に限り、贈呈対象者とする。
（贈呈対象大会）
第３条　激励金の贈呈の対象となる国際大会等（以下「贈呈対象大会」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。
(１)　国際大会
ア　オリンピック競技大会
イ　アジア競技大会
ウ　ア及びイに掲げる国際大会等に準ずるものであって、公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する競技団体等が派遣する競技別国際大会
(２)　国内大会
ア　国民スポーツ大会
イ　全日本選手権大会
ウ　全国高等学校大会
エ　アからウまでに掲げる国際大会等に準ずるものであって、公益財団法人日本スポーツ協会その他の全国規模の競技団体が主催し、又は共催する全国大会
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する国際大会等については、贈呈対象大会としないものとする。
(１)　交流大会、交歓大会、親善大会等の交流を目的とする国際大会等
(２)　公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会等が主催する予選会又は栃木県、関東地区等の予選会を経ない国際大会等
(３)　出場資格等に制限がない国際大会等
(４)　市の他の制度による補助金等の交付の対象となる国際大会等
（激励金の額等）
第４条　激励金の額は、次のとおりとする。
	贈呈対象大会の区分
	金額

	国際大会
	オリンピック競技大会
	１人　５０，０００円

	
	オリンピック競技大会以外の競技別世界大会
	１人　３０，０００円

	
	アジア競技大会等
	１人　２０，０００円

	国内大会
	１人　１０，０００円



（一の国際大会等に一のチームの一員として出場する贈呈対象者が１０人を超える場合の取扱い）
第５条　一の国際大会等に一のチームの一員として出場する贈呈対象者が１０人を超える場合は、第２条の規定にかかわらず、当該チームを贈呈対象者として激励金を贈呈する。
２　前項の場合において、贈呈する激励金の額は、前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
	贈呈対象大会の区分
	金額

	国際大会
	オリンピック競技大会
	１チーム　５００，０００円

	
	オリンピック競技大会以外の競技別世界大会
	１チーム　３００，０００円

	
	アジア競技大会等
	１チーム　２００，０００円

	国内大会
	１チーム　１００，０００円


（出場の申出）
第６条　激励金の贈呈を受けようとする者若しくはその保護者又はチームの代表者（以下「申出者」という。）は、日光市スポーツ国際大会等出場激励金申出書（別記様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に贈呈対象者である旨を申し出るものとする。
(１)　国際大会等の開催要領等
(２)　国際大会等の出場選手等がわかる書類
(３)　予選会の開催要領等
(４)　予選会の出場選手及び結果がわかる資料
(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　前項の規定による申出（以下「申出」という。）は、贈呈対象大会への出場が決定した日から当該贈呈対象大会の開始日の１０日前までに行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
３　第１項の規定にかかわらず、市長が贈呈対象者を把握しているときは、同項の規定による申出を要しないものとする。
４　第１項の規定にかかわらず、贈呈対象者の委任があるときは、当該委任を受けた者が申出をすることができるものとする。
５　市長は、第１項の規定による申出があったときは、速やかに内容の確認を行い、贈呈を決定したときは、激励金を贈呈するものとする。
（激励金の返還）
第７条　市長は、偽りその他不正な手段により激励金の贈呈を受けた者があるときは、当該激励金の全部又は一部を返還させることができる。
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
（令２告示６８・旧第５条繰下）
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成１８年３月２０日から施行する。
（経過措置）
２　この要綱の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ大会における激励金交付内規（平成１６年今市市制定）の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附　則
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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